
Ⅲ  砂糖関係業務  

 

１  輸入指定糖に関する業務  

（１）輸入指定糖売買業務  

ア  輸入指定糖各種指標  

（ア）指定糖調整率及び二次調整金  

平成 27砂糖年度に適用される価格調整法第９条第１項第１号の農林水産大

臣の定める率（指定糖調整率）及び同法第 24条第１項の農林水産大臣が定める

額（二次調整金）は、平成 27年９月 28日に次のように告示された。  

○指定糖調整率      100分の 37.00（ 100分の 37.00）  

○二次調整金     1,000キログラムにつき 25,682円（ 25,441円）  

     注：（  ）内は平成 26砂糖年度の数値である。  

（イ）機構買入価格（平均輸入価格）  

輸入に係る指定糖の機構買入価格は、価格調整法第７条に基づき輸入申告の時  

に適用される平均輸入価格とされており、粗糖の平均輸入価格は、同法第６条

並びに価格調整法施行令第７条及び第８条の規定に基づき、次の算定式に沿っ

て、３か月ごとに農林水産大臣により定められ、次のように告示された。（表

17）  

    平均輸入価格  
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日 か ら 遡 っ て 過 去 90

日 間 の Ｎ Ｙ 粗 糖 先 物

価格の平均額  

 

＋  

産地→日本  

運賃、保険料、糖度調

整、輸入諸掛り、プレ

ミアム等  

 

＝  

 

平均輸入価格  

 

・適用期間  平成 27年４月１日から６月 30日まで  

 1,000キログラムにつき  47,910円（平成 27年３月 27日告示）  

・適用期間  平成 27年７月１日から９月 30日まで  

        1,000キログラムにつき  43,720円（平成 27年６月 26日告示）  

・適用期間  平成 27年 10月１日から 12月 31日まで  

        1,000キログラムにつき  41,050円（平成 27年９月 28日告示）  

・適用期間  平成 28年１月１日から３月 31日まで  

        1,000キログラムにつき  48,420円（平成 27年 12月 28日告示）  

（ウ）機構売戻価格  

機構売戻価格は、価格調整法第９条第１項第１号により、砂糖調整基準価格

とその輸入申告の時に適用される平均輸入価格をもとに、指定糖調整率及び同

号ハの農林水産大臣が定める額（指定糖調整金軽減額）を用いて３か月ごとに

算定された。（表 17）  

（エ）指定糖調整金軽減額  

指定糖調整金軽減額は３か月ごとに定められ、次のように告示された。（表 17）  

・適用期間  平成 27年４月１日から６月 30日まで  

1,000キログラムにつき     0円（平成 27年３月 27日告示）  



・適用期間  平成 27年７月１日から９月 30日まで  

            1,000キログラムにつき      0円（平成 27年６月 26日告示）  

・適用期間  平成 27年 10月１日から 12月 31日まで  

             1,000キログラムにつき     0円（平成 27年９月 28日告示）  

・適用期間  平成 28年１月１日から３月 31日まで  

             1,000キログラムにつき      0円（平成 27年 12月 28日告示）  

 

表 17 指定糖の平均輸入価格、売戻価格及び売買差額等の推移  

 

イ  輸入指定糖売買業務の実績  

（ア）概要  

     平成 27事業年度においては、全期間を通じて平均輸入価格が砂糖調整基準価格

を下回ったため、価格調整法第５条の規定に基づき売買が行われた。  

 

ａ  粗糖の売買  

粗糖の売買のうち、条件付きでないものの売買契約数量は 95万 3891トン

（ 823件）、売買差額は 409億 3576万円、条件付きのものの売買契約数量は 5,954

トン（ 140件）であった。  

ｂ  高糖度原料糖の売買  

高糖度原料糖の売買契約数量は 29万 4437トン（ 113件）、売買差額は 126億

4988万円であった。   

ｃ  粗糖・高糖度原料糖以外の売買  

粗糖・高糖度原料糖以外の売買のうち、条件付きでないものの売買契約数

量は 1万 9289トン（ 1,180件）、売買差額は 6億 8935万円、条件付きのものの売

買契約数量は 2,417トン（ 13件）であった。  

 

 

 

 

 

 

 

年

平成27年 14.36 38,058 47,910 38,957 0 38,957 86,867

12.51 33,618 43,720 40,508 0 40,508 84,228

11.32 30,832 41,050 41,496 0 41,496 82,546

平成28年 14.40 38,881 48,420 38,769 0 38,769 87,189

（注）1　価格調整法第24条第１項の規定に該当する場合は、表中の売戻価格に、27年４月～９月（平成26砂糖年度）は25,441円、
        27年10月～28年３月（平成27砂糖年度）は25,682円が二次調整金分として加算される。
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（イ）売買契約実績  

ａ  粗糖  

 

 

ｂ  高糖度原料糖  

 

 

(単位：キログラム・円）

区分

年月 件 数 数　　　量 件 数 数　　　量 件 数 数　　　量 売買差額（調整金）

平成27年４月 96 113,372,160 14 734,229 82 112,637,931 4,388,146,645

　　 ５月 62 70,310,347 8 159,710 54 70,150,637 2,732,949,473

　　 ６月 109 91,580,887 14 504,679 95 91,076,208 4,136,214,119

　　 ７月 118 172,683,631 15 643,272 103 172,040,359 6,969,063,915

　　 ８月 70 80,464,239 15 671,974 55 79,792,265 3,238,184,628

　　 ９月 107 77,040,950 16 640,345 91 76,400,605 3,792,633,491

　　 10月 75 79,873,049 9 123,926 66 79,749,123 3,309,395,675

　   11月 65 64,550,898 8 525,834 57 64,025,064 2,657,067,304

　   12月 69 60,555,584 10 552,588 59 60,002,996 3,239,899,018

平成28年１月 71 61,461,405 15 794,716 56 60,666,689 2,450,217,139

　　 ２月 58 42,306,810 8 361,441 50 41,945,369 2,038,082,055

　　 ３月 63 45,645,040 8 241,438 55 45,403,602 1,983,903,508

合　　計 963 959,845,000 140 5,954,152 823 953,890,848 40,935,756,970

うち条件付きのもの総        数 う ち 条 件 付 き で な い も の

(単位：キログラム・円）

区分

年月 件 数 数　　　量 売買差額（調整金）

平成27年４月 3 22,500,000 889,875,000

　　 ５月 1 8,000,000 316,400,000

　　 ６月 3 17,453,003 690,266,268

　　 ７月 3 3,784,741 155,643,689

　　 ８月 1 236,400 9,721,714

　　 ９月 9 31,335,604 1,292,679,780

　　 10月 20 59,028,098 2,486,676,684

　   11月 19 57,297,485 2,418,172,617

　   12月 22 44,454,087 2,238,620,293

平成28年１月 13 27,634,006 1,087,646,844

　　 ２月 8 5,249,102 232,672,407

　　 ３月 11 17,464,538 831,500,891

合　　計 113 294,437,064 12,649,876,187

 条 件 付 き で な い も の



 

    c 粗糖・高糖度原料糖以外  

 

 

（２）輸入指定糖入札業務  

価格調整法第 24 条第１項の規定により農林水産大臣が定める額（二次調整金）

の決定に資するため、輸入指定糖の価格に関する情報の収集を行うことを目的と

して輸入指定糖の入札を実施した。  

輸入指定糖入札実施要領に基づき、入札参加者の登録を行い（平成 27 砂糖年度

について 23 者。平成 26 砂糖年度については、前事業年度に登録した 23 者が入札

参加資格者）、入札を４回行った。各回とも、全量が上限価格（二次調整金額から

１円を減じた額）で落札され、再入札は行われなかった。（表 18）  

 

表 18 輸入指定糖の入札結果  

 

 

(単位:キログラム・円）

区分

年月 件 数 数　　　量 件 数 数　　　量 件 数 数　　　量 売買差額（調整金）

平成27年４月 92 1,829,005 1 108,378 91 1,720,627 41,841,655

　　 ５月 98 1,445,310 1 216,828 97 1,228,482 48,166,084

　　 ６月 126 1,203,242 1 216,396 125 986,846 40,596,943

　　 ７月 117 1,711,491 2 360,708 115 1,350,783 39,384,788

　　 ８月 106 1,078,232 1 216,432 105 861,800 28,103,486

　　 ９月 102 1,127,119 1 216,468 101 910,651 38,214,530

　　 10月 126 1,287,155 2 432,972 124 854,183 31,488,039

　   11月 80 723,887 1 108,324 79 615,563 19,564,042

　   12月 86 833,480 0 0 86 833,480 31,980,955

平成28年１月 80 7,340,944 1 216,486 79 7,124,458 275,720,141

　　 ２月 79 1,134,592 1 216,252 78 918,340 26,662,990

　　 ３月 101 1,991,608 1 108,036 100 1,883,572 67,626,925

合　　計 1,193 21,706,065 13 2,417,280 1,180 19,288,785 689,350,578

うち条件付きのもの総        数 う ち 条 件 付 き で な い も の

              区分
最高 最低 平均

            　　　  単位
回
26砂糖年度

   第３回 27年 4月15日 22,100 21 62,080 2.8 21 22,100 0 100.0 25,440 25,440 25,440

   第４回 27年 7月15日 22,800 21 64,466 2.8 21 22,800 0 100.0 25,440 25,440 25,440

27砂糖年度
   第１回 27年10月14日 24,500 20 69,090 2.8 20 24,500 0 100.0 25,681 25,681 25,681

   第２回 28年 1月20日 20,600 22 58,704 2.8 22 20,600 0 100.0 25,681 25,681 25,681

（注）１ 不落札数量は、（上場数量－落札数量）である。
      ２ 落札価格は、一次調整金の加算額であり、消費税及び地方消費税を含まない。

（％） （ 円／ﾄﾝ） （ 円／ﾄﾝ） （ 円／ﾄﾝ）

不落札数量 落札率
落札価格

（トン） （トン）

上場数量 申込者数 申込数量 申込倍率 落札者数 落札数量

（トン） （者） （トン） （倍） （者）



２  異性化糖に関する業務  

（１）異性化糖各種指標  

ア  異性化糖調整基準価格、異性化糖調整率及び二次調整金  

平成 27砂糖年度に適用される価格調整法第 11条第１項の異性化糖調整基準価格、

同法第 15条第１項第１号の農林水産大臣の定める率（異性化糖調整率）及び同法

第 25条第１項第１号の農林水産大臣が定める額（異性化糖二次調整金）は、平成

27年９月 28日に次のように告示された。  

・異性化糖調整基準価格  1,000キログラムにつき 177,876円（ 177,973円）  

・異性化糖調整率  100分の 15.44（ 100分の 15.16）  

・異性化糖二次調整金    1,000キログラムにつき 2,607円（ 2,021円）  

注：（  ）内は平成 26砂糖年度の数値である。  

イ  機構買入価格（平均供給価格）  

異性化糖に係る機構買入価格は、国内産異性化糖にあっては、価格調整法第 13

条第１項に基づき、当該異性化糖の移出の時に適用される異性化糖平均供給価格、

輸入異性化糖にあっては、同条第２項に基づき、当該異性化糖の輸入申告の時に

適用される異性化糖平均供給価格とされており、同法第 12条並びに価格調整法施

行令第 21条及び第 22条の規定に基づき、３か月ごとに農林水産大臣により定めら

れ、次のように告示された。（表 19）  

・適用期間  平成 27年４月１日から６月 30日まで  

         1,000キログラムにつき 139,957円（平成 27年３月 27日告示）  

・適用期間  平成 27年７月１日から９月 30日まで  

         1,000キログラムにつき 135,734円（平成 27年６月 26日告示）  

・適用期間  平成 27年 10月１日から 12月 31日まで  

1,000キログラムにつき 134,125円（平成 27年９月 28日告示）  

・適用期間  平成 28年１月１日から３月 31日まで  

        1,000キログラムにつき 134,352円（平成 27年 12月 28日告示）  

ウ  異性化糖標準価格  

    異性化糖標準価格は、価格調整法第 11条第 1項の規定に基づき、輸入に係る粗

糖についての機構売戻価格を価格調整法施行令第 16条に定める算式によって、標

準異性化糖の価格に換算して３か月ごとに農林水産大臣により定められ、次のよ

うに告示された。（表 19）  

・適用期間  平成 27年４月１日から６月 30日まで  

            1,000キログラムにつき 116,219円（平成 27年３月 27日告示）  

・適用期間  平成 27年７月１日から９月 30日まで  

            1,000キログラムにつき 113,638円（平成 27年６月 26日告示）  

・適用期間  平成 27年 10月１日から 12月 31日まで  

1,000キログラムにつき 111,910円（平成 27年９月 28日告示）  

・適用期間  平成 28年１月１日から３月 31日まで  

1,000キログラムにつき 116,111円（平成 27年 12月 28日告示）  

 



 

エ  機構売戻価格  

   機構売戻価格は、価格調整法第 15条第１項により、異性化糖調整基準価格と国

内産異性化糖にあってはその移出の時に、輸入異性化糖にあってはその輸出申告

の時に適用される異性化糖平均供給価格をもとに、異性化糖調整率を用いて３か

月ごとに算定されることとなっている。  

   なお、同法第 11条第１項ただし書の規定により、異性化糖平均供給価格が異性

化糖標準価格を超える場合は、異性化糖の機構への売渡し義務がないこととされ

ており、平成 27事業年度においては全期間を通じて同規定が適用されたため、機

構売戻価格は算定されなかった。  

 

（２）異性化糖売買業務の実績  

平成 27事業年度においては、全期間を通じて異性化糖平均供給価格が異性化糖標

準価格を上回ったため、価格調整法第 11条第１項ただし書の規定に基づき異性化糖

の売買は行われなかった。  

 

 

（単位：円/トン）

区　分

　年　度 ・ 期　間

平成

26 139,957 ― ― 116,219

砂

糖

年 ７～９月 135,734 ― ― 113,638

度

平成

27 10～12月 134,125 ― ― 111,910

砂

糖

年 134,352 ― ― 116,111

度

表19　異性化糖の平均供給価格、売戻価格及び異性化糖標準価格等の推移

平均供給価格
（買入価格）

売戻価格
売買差額単価
(調整金単価)

標準価格

平
　
成

平成27年４～６月

27

事
　
業
　
年
　
度 平成28年１～３月

（注）１　価格は、標準異性化糖についての価格であり、すべて消費税込の価格である。

　　　２　平成27事業年度は、平均供給価格が標準価格を上回ったため売買は行われなかった。

　　　３　法第25条第１項第１号の規定に該当する場合の売戻価格は、表中の売戻価格に次の額が
　　　　異性化糖二次調整金分として加算される。
　　　　　平成27年４～９月…2,021円、平成27年10～平成28年３月…2,607円


